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１ はじめに 

水の持つ多面的な価値を、最大限に発揮させるシステムを構築し、世代を超えて引き

継いでいく「持続可能な水環境の形成」を実現するため、平成 22 年９月に「高松市持続

可能な水環境の形成に関する条例」を制定し、この条例に基づき「５つの基本方針」と

「15の目標」を定めた「高松市水環境基本計画（H23～H42）」を策定しました。 

この基本計画の体系として「38の施策」と「78の具体的取組」を設定した「第１期実

施計画（H23～H27）」を策定し、水に関する様々な取組を推進するとともに、総合的かつ

効果的な進行管理を行うこととしています。 

また、第１期実施計画期間において、基本方針１の「身近な水環境の意識の強化」と

基本方針４の「安全で安心なまちづくりの推進」を重点取組方針と位置付けています。 

今回、24年度の具体的取組の実績や目標達成度等について取りまとめました。 

 

 

「条例と計画」 
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「計画体系と５つの基本指針」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 評価方法等について 

 

第１期実施計画において、計画の適切な進行管理を行うため、施策 38 項目のうち 

23 項目 36 指標を評価するとともに、具体的取組 78 項目（うち再掲７項目）91 事業全

てを評価しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価等については、施策（指標設定分）と具体的取組事業について、それぞれ次の方

法で実施しました。 

１ 身近な水環境の意識の強化 

２ 水循環の健全化 

３ 良好な水辺環境の創出 

４ 安全で安心な 

まちづくりの推進 

５ 持続可能な水の利用および

管理のあり方の検討 

＜5項目＞ 

 

＜15項目＞ 

＜38項目＞ 

＜78項目＞ 

基本計画 

実施計画 

目  標 

施    策 

基本方針 

具 体 的 取 組 

取組目標設定 

23 項目 36 指標 

具体的取組事

業数 

78 項目（うち

再掲７項目） 

91 事業 

施策 

38 項目 

指標設定 23 項目 

（36 指標） 

 

具体的取組事業 

71 項目 91 事業 

 

具体的取組 

78 項目（うち再掲７項目） 
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(１) 施策ごとにおける取組目標の評価について 

具体的取組の進捗状況を管理するため設定している施策ごとの「取組目標」の評

価については、平成 24年度の実績値を同年度の目標値で割った数（達成度合）を下

記の評価基準に基づき評価しました。 

 

 

 

   

(２) 具体的取組における各取組事業の評価について 

平成 24 年度に取り組んだ具体的取組の実績内容について、より詳細に現状を把握

するとともに、各課の取組事業について検証を行うため、事務事業評価の手法を用

い、別表「評価項目・内容および点数」に基づき「妥当性評価」、「有効性評価」、「効

率性評価」それぞれに得点を算出し、その合計から得点率を算出し、評価区分に分

類し、取組状況を総合的に判断しました。 

 

「指標評価基準」 

 

 

 

「総合評価の評価基準」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成度合 100%超 
100%以下 

86%以上 

86%未満

71%以上 

71%未満

56%以上 

56%未満

41%以上 
41%未満 

評価区分 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

達成度合 96%以上 
96%未満 

86%以上 

86%未満

71%以上 

71%未満

56%以上 

56%未満

41%以上 
41%未満 

評価区分 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

評価項目 妥当性評価 有効性評価 効率性評価 合計 

点数 ３０ ３０ ２０ ８０ 

「指標評価基準」 
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別表「評価項目・内容および点数」 

区分 評価項目 点数

A 法令等により市が実施しなければならない 10

B 現段階では市による実施が妥当である 7

C 市が実施する必要性が低い 4

D 市が行うべきではない 0

A 貢献度が大きい 10

B 貢献度が中程度／義務的事業 7

C 貢献度が小さい 4

D 完了事業 0

A 必要性はない 10

B 必要性は中程度 7

C 必要性は大きい 4

A 向上の余地はない 10

B 向上の余地が考えられる（中小程度） 7

C 向上の余地が考えられる（大） 4

D 事業完了 0

A 実施済み／実施する必要がなかった 10

B 改善計画を策定した 7

C 改善計画を策定中 4

D 実施しなかった（実施する必要があったが、できなかった） 0

A 目標以上に達成できた 10

B 目標どおり達成できた 8

C 概ね達成できた 5

D あまり達成できなかった 2

E 達成できなかった 0

A 目標以上に達成できた 10

B 目標どおり達成できた 8

C 概ね達成できた 5

D あまり達成できなかった 2

E 達成できなかった 0

A 大幅に縮減できた 10

B 縮減できた 7

C 少し縮減できた 4

D 縮減できなかった 0

評価内容

事業の実施主体として市の関与は妥当か

事業の上位目標である施策に貢献しているか

成果を上げるため、またコストを削減するため、対象あるいは意図（目指す状態）を拡充・
縮小する必要があるか

妥当性評価

実施主体の妥当性

上位施策等への貢献度

対象の妥当性

有効性評価

目標を達成するための取組量（取組目標値に対する実績値）はどうだったか

コスト縮減ができたか

目標を達成するための活動量

コストの縮減の有無

効率性評価

取組目標に対する実績値（達成度）はどうだったか

取組目標の達成度

事業の成果（目標指標値）を向上させる余地はあるか

事業の成果を向上させる余地の
有無

事業執行上の見直しを行ったか（昨年度何度か見直しを行ったか）

業務執行上の見直しの有無
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３ 指標評価の詳細 

（１） 指標評価結果一覧     S:100超、A:86%～、B:71%～、C:56%～、D:41%～、E:41%未満 

基本方針１ 身近な水環境の意識の強化  「○▼ 」は減少が望ましい指標 

取組事項 指  標 
目標値 

（Ｈ２４年
度） 

実績値 
（Ｈ２４年

度） 

評価/達成率
（Ｈ２４年

度 

評価/達成率
（Ｈ２３年
度） 

備
考 

水道使用水量の縮
減 

１人１日当たり
水道平均使用水
量 ○▼  

３０５リッ
トル 

３０７リッ
トル 

Ａ 99.3% Ｓ 99.7% Ａ 

節水キャンペーン
の実施 

前年同期と比較
した水道使用水
量減少率 

前年度より
減 

１．９％増 Ｅ  Ｓ  
 

水環境に関する学
習機会の確保 

「香川用水の水
源巡りの旅 
事業」参加中学
校・生徒数 

１９校 
３，２７８人 

１７校 
３，０８９

人 
Ａ 

89.5% 
94.2% 

Ｂ 
78.9% 
80.4% 

 

環境に関する出前
講座の開催 

講座開催回数／
年 

５５回 ７６回 Ｓ 138.2% Ｓ 109.1% 
 

受講者数／年 ２，１００人 
２，７１４

人 
Ｓ 129.2% Ｂ 82.4% 

 

生涯学習センター
等における環境学
習講座の開催 

講座開催回数／
年 

１８５回 １４２回 Ｂ 76.8% Ｂ 79.5% 
 

受講者数／年 ３，０００人 
４，２４１

人 
Ｓ  141.4% Ｓ 140.0% 

 

 

 

基本方針２ 水循環の健全化       「○▼ 」は減少が望ましい指標 

取組事項 指  標 
目標値 

（Ｈ２４年
度） 

実績値 
（Ｈ２４年

度） 

評価/達成率
（Ｈ２４年

度 

評価/達成率
（Ｈ２３年

度） 

備
考 

自己処理水源の確
保 

自己処理水比率 ４１．５％ ４１．３％ Ａ 99.5% Ｓ 96.6% Ａ 

地下水源の確保 
地下水源開発水
量 

２，０００㎥
／日 

２，０００㎥
／日 

Ａ 100.0% Ｓ 100.0% Ａ 

配水管の更新推進 
配水管布設替延
長（22 年度を基
準とした延べ数） 

１８，９３５
ｍ 

１７，４０２
ｍ 

Ａ 91.9% Ｓ 97.6% Ａ 

漏水の防止 漏水率 ○▼  
毎年６％以

下 
４．９０％ Ｓ  Ｓ   

鉛製給水管の取替
推進 

鉛製給水管残存
率（17年度 
を 100 とした場
合の割合） ○▼  

７９％ ８０％ Ａ 98.8% Ｓ 99.4% Ａ 

雨水貯留施設の整
備促進 

整備費助成によ
り整備された施
設の雨水貯留量
（9年度を基準と
した延べ数） 

2,006.9 ㎥ 2,149.6 ㎥ Ｓ 107.1% Ｓ 106.3%  

雨水貯留施設の整
備促進 

不要浄化槽転用
助成により 
整備された施設
の雨水貯留量 
（9年度を基準と
した延べ数） 

1,054.5 ㎥ 954.0 ㎥ Ａ 90.5% Ｓ 96.2% Ａ 

下水処理水再生水
の利用促進 

再生水利用施設
数 

６４施設 ６３施設 Ａ 98.4% Ｓ 101.6%  
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取組事項 指  標 
目標値 

（Ｈ２４年
度） 

実績値 
（Ｈ２４年

度） 

評価/達成率
（Ｈ２４年

度 

評価/達成率
（Ｈ２３年

度） 

備
考 

森林整備、造林事業
の推進 

分収造林事業に
よる年間間伐・枝
打ち面積（延べ
数） 

６２５ｈａ ６０５ｈａ Ａ 96.8% Ａ 93.7% 

 

「いざ里山」市民活
動支援事業の推進 

年間整備保全面
積 

2.8ｈａ 3.18ｈａ Ｓ 113.6% Ｓ 111.2% 
 

雨水浸透施設の整
備促進 

雨水浸透施設設
置費助成制度に
よる浸透ます設
置数 
（15 年度を基準
とした延べ数） 

１７基 １５基 Ａ 88.2% Ａ 93.8% 

 

透水性舗装の整備
推進 

透水性舗装整備
済延長 

10,400ｍ 10,658ｍ Ｓ 102.5% Ｓ 102.2% 
 

全市域の下水道化 
汚水処理人口普
及率 

８３．６％ ８３．４％ Ａ 99.8% Ｓ 99.9% Ａ 

合流式下水道の改
善 

合流式下水道改
善率 

６７％ ５３％ Ｂ 79.1% Ｓ 100.0% Ａ 

 

 

S:100超、A:86%～、B:71%～、C:56%～、D:41%～、E:41%未満 

基本方針３ 良好な水辺環境の創出 

取組事項 指  標 
目標値 

（Ｈ２４年
度） 

実績値 
（Ｈ２４年度） 

評価/達成率
（Ｈ２４年

度 

評価/達成率
（Ｈ２３年

度） 

備
考 

公共下水道への接
続促進 

公共下水道接続
率 

９０．２％ ９０．２％ Ａ 100.0% Ｓ 100.0% Ａ 

河川の環境基準の
達成 

河川の環境基準
の達成率 
（ＢＯＤ） 

６７％ ６７％ Ａ 100.0% Ｓ 100.0% Ａ 

ため池の浚渫 

浚渫したため池
のか所数 
（22年度を基準
とした延べ数） 

２７か所 ２２か所 Ｂ 81.5% Ｓ 100.0% Ａ 

都市公園等の整備 
１人当たり都市
公園等面積 

8.55㎡／人 7.66㎡／人 Ａ 89.6% Ａ 92.6%  

生態系保全水路工
法の採用 

採用水路数（22
年度を基準とし
た延べ数） 

３か所 ２か所 Ｃ 66.7% Ｓ 100.0% Ａ 

ため池の水辺環境
整備 

「ため池守り隊
市民活動」 

支援事業取組
か所数 

１０か所 １０か所 Ａ 100.0% Ｓ 100.0% Ａ 
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S:100超、A:86%～、B:71%～、C:56%～、D:41%～、E:41%未満 

基本方針４ 安全で安心なまちづくりの推進 

 

※備考欄：平成 24年度から、評価区分を見直したことから、23年度評価区分のうち、変更になる

取組事項の評価を表示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組事項 指  標 
目標値 

（Ｈ２４年
度） 

実績値 
（Ｈ２４年

度） 

評価/達成率
（Ｈ２４年

度） 

評価/達成率
（Ｈ２３年

度） 

備
考 

渇水対応の実施 
渇水時の節水目

標達成率 
１００％ ― ―  ―  

 

水道施設の耐震化 
基幹管路耐震化
率 

３４．６％ ３５．７％ Ｓ 103.2% Ｓ 101.1% 
 

下水道施設の耐震化 
下水処理場・ポン
プ場耐震化率 

７０．８％ ７０．８％ Ａ 100.0% Ａ 86.7% 
 

下水道施設の耐震化 
下水管きょ耐震
化率 

３３．６％ ３４．０％ Ｓ 101.2% Ｓ 101.2% 
 

自主防災組織の結成
促進 

自主防災組織活
動カバー率 

７４．２％ ７７．９％ Ｓ 105.0% Ａ  92.2% 
 

雨水対策の推進 
雨水対策整備済
面積 

２８４４．１
ha 

２８３３．１
ha 

Ａ 99.6% Ｓ 100.0% Ａ 

高潮等対策の推進 
防潮堤整備によ
る浸水（床上下）
棟の解消率 

５７．９％ ４４．７％ Ｂ  77.2% Ｂ  81.4%  

耕作放棄地の活用 

耕作放棄地再生
利用面積 
（21 年度を基準
とした延べ数） 

５．５ｈａ ５．４ｈａ Ａ  98.2% Ｂ  85.7%  

ため池の整備 
整備か所数（19
年を基準とした
延べ数） 

県営９か所 
団体営 

８か所 

県営８か所 
団体営 

７か所 
Ａ 

88.9% 
87.5% 

Ｓ 
100.0% 
100.0% 

Ａ 

ため池の整備 
再編整備地区数
（19 年を基準し
た延べ数） 

３地区 ３地区 Ａ 100.0% Ｓ 100.0% Ａ 
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（２） 全体目標の評価結果 

取組目標のうち、計画全体の達成度を総合的に評価できるよう、①水の確保【安定

した水供給】、②水の使用【水環境意識の強化】、③水の排水【生活排水対策】、④水の

保全【水質保全】の水循環の観点から、次の４つの指標を全体目標として設定してい

ます。  

●目標値（Ｈ22は現況値）　■実績値（H24）　▲実績値（H23）

①安定した水供給

③生活排水対策④水質保全

②水環境意識の強化

22 23 24 25 26 27 （年度）

80.8

H2７年度

目標値

88.0

80.8 88.0

2.4.1 全市域の下水道化

H22年度

　下水道，浄化槽など生活排水処理施設の整備状況を表す指
標で，本市総人口に対する生活排水処理施設整備人口の割合
を示したものです。目標値は，第５次高松市総合計画によるも
のです。

【指標】汚水処理人口普及率

現況値

（％）

H24年度評価

A

H24年度実績値

83.4

（％）

H24年度評価

A 【指標】河川環境基準の達成率（BOD）

3.1.3 河川の環境基準の達成

現況値

58

　市内１０河川１２水域において環境基準を達成した水域の割
合を示したものです。目標値は，高松市環境基本計画によるも
のです。

H22年度

58

H2７年度 67
目標値

67

22 23 24 25 26 27 （年度）

H24年度実績値 67

39.9

　各年度の平均給水量に占める自己処理水源の割合を示した
ものです。地下水源開発や椛川ダム建設で確保する新規水源
により，将来的に５０％とすることを目標としています。

（％）

44.5

目標値

H22年度

現況値

2.1.1 自己処理水源の確保

44.5

（年度）22 23 24 25 26 27

H24年度評価

A 【指標】自己処理水比率

39.9
H2７年度

H24年度実績値

4１.3

310

（年度）25

305

26 2722 23 24

1.1.1 水道使用水量の縮減

（㍑）
H22年度

現況値

　年間有収水量（水道料金収入のある水量）を，給水人口と年
間日数で割った市民１人１日当たりの平均使用水量を示したも
のです。平成６年の異常渇水時以降の最低値である３０５リット
ルを目標としています。減少が望ましい指標です。

300

305

310
H2７年度

目標値

H24年度評価

A 【指標】1人1日当たり水道平均使用水量

H24年度実績値

30７
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　　基本方針１　　身近な水環境の意識の強化 ●目標値（Ｈ22は現況値）　■実績値（H24）　▲実績値（H23）

（３）　指標評価結果の推移グラフ

H24年度評価

E

H24年度評価H24年度評価

H24年度評価

310

前年度よ
り減少

0

↑

現況値

55

2,074

（年度）

52回
2,074人

目標値

H22年度

25

△4.8
+

H2７年度

305

27

S
S

（回）

（人）

（校）

（人）

26

52

現況値

（人）

（回）

2722 23 24

（年度）22

1.2.2生涯学習センター等における環境学習講座の開催

S
B

23 24

H22年度

19校
3,278人

同規模
程度での
継続実
施

1.1.1 水道使用水量の縮減

（㍑）
H22年度

現況値

　年間有収水量（水道料金収入のある水量）を，給水人口と年
間日数で割った市民１人１日当たりの平均使用水量を示したも
のです。平成６年の異常渇水時以降の最低値である３０５リット
ルを目標としています。減少が望ましい指標です。

300

1.1.1 節水キャンペーンの実施

（％）
H22年度

305

（年度）

目標値

↓

22 23 24 25 26 27

-

310
H2７年度

目標値

19

25 26 27

26 27 （年度）

190回
3,100人

3,100

3,055

199

H2７年度

55回
2,100人

現況値

2,100

H2７年度

3,278

1.2.1 水環境に関する学習機会の確保 1.2.2 環境に関する出前講座の開催

23 24 25

H22年度

目標値

22 23 24 25

166回
3,055人

H2７年度

目標値

166

現況値

（年度）22 26

【指標】前年同期と比較した水道使用水量減
少率

H24年度評価

A

　「節水キャンペーン」の節水取組期間（毎年度６～９月）におい
て，前年度との比較で水道使用水量が減少した割合を示して
います。前年度よりも使用水量を縮減することを目標としていま
す。

【指標】1人1日当たり水道平均使用水量

【指標】講座開催回数／年，受講者数／年

　市が実施する環境に関する出前講座の開催回数・参加者数
を示しています。現況値に基づき，毎年度概ね55回の開催，
2,100人の参加を目指します。

【指標】「香川用水の水源巡りの旅事業」参
加中学校・生徒数

　香川県主催の「香川用水の水源巡りの旅事業」に参加する中
学校数と参加者数を示しています。子ども達の水源地への理解
を深め，水の大切さを学ぶ学習機会として，毎年度参加してい
きます。

【指標】講座開催回数／年，受講者数／年

　生涯学習センターやコミュニティセンターでの環境学習講座
の開催回数・参加者数を示しています。現況値に基づき，毎年
度概ね190回，3,100人程度の参加を目指します。

A

H24年度実績値 1.9

H24年度実績値 17校

H24年度実績値 3,089人

H24年度実績値 76回

H24年度実績値 2,714人

H24年度実績値 142回

H24年度実績値 4,241人

H24年度実績値

30７
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【指標】再生水利用施設数

　水源涵養などに重要な役割を果たす森林を守り，育てるため
に行う間伐・枝打ち面積の延べ数を示しています。目標値は，
高松市環境基本計画によるものです。

　市内に点在する里山保全の取組を支援する「いざ里山」市民
活動支援事業による，里山の年間保全面積を示しています。引
き続き，里山保全活動面積の拡大を目指します。

　平成１５年度に創設された雨水浸透施設設置費助成制度に
より整備された雨水浸透ますの設置延べ数を示したものです。
これまでの実績などを踏まえ，目標値を設定しています。

　市街地の歩道部において整備している透水性舗装の整備済
み延長を示しています。これまでの実績などを踏まえ，平成27
年度までに延べ11,000ｍの整備を目指します。

【指標】透水性舗装整備済延長

H22年度 H22年度

現況値

（施設）

H24年度評価

（?）A

H24年度評価

A

　平成９年度に創設された浄化槽の雨水貯留施設改造助成金
制度により整備された雨水貯留施設が貯留できる水量の延べ
数を示したものです。これまでの実績などを踏まえ，目標値を
設定しています。

【指標】不要浄化槽転用助成により整備された
施設の雨水貯留量（9年度を基準とした延べ数）

H2７年度

1,459.5

H2７年度 70
目標値 目標値

1,459.5 70

現況値

784.5 59

2.2.1 雨水貯留施設の整備促進 2.2.2 下水処理水再生水の利用促進

　東部下水処理場および牟礼浄化苑からの下水処理水再生水
の供給を受け，利用している施設数を示しています。目標値
は，第５次高松市総合計画によるものです。

22 23 24 25 26 27 （年度）

784.5 59

【指標】年間整備保全面積

H22年度 H22年度

【指標】分収造林事業による年間間伐・枝打
ち面積（延べ数） （ha）

H24年度評価

S

H24年度評価

（ha）A

22 23 24 25 26 27 （年度）

2.3.1 森林整備、造林事業の推進 2.3.1 「いざ里山」市民活動支援事業の推進

目標値 目標値

700

現況値 現況値

550
700

2.68
H2７年度 H2７年度

25 26 27 （年度） 22 23

H24年度評価

（基）A
【指標】雨水浸透施設設置助成制度による浸透
ます設置数（15年度を基準とした延べ数）

H24年度評価

（m）S

550

15.0
20

10,062
11,000

H2７年度 H2７年度

目標値 目標値

H22年度 H22年度

現況値 現況値

15 10,062

20.0 11,000

24 25 26 27 （年度）

3.20

3.20

2.68

22 23 24 25 26 27 （年度） 22 23

24 25 26 27 （年度）

2.3.2 雨水浸透施設の整備促進 2.3.2 透水性舗装の整備推進

22 23 24

●目標値（Ｈ22は現況値）　■実績値（H24）　▲実績値（H23）

H24年度実績値

954.0

H24年度実績値

63

H24年度実績値

605

H24年度実績値

15 H24年度実績値

10,658

H24年度実績値

3.18 
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●目標値（Ｈ22は現況値）　■実績値（H24）　▲実績値（H23）

22 23 24 25 26 27 （年度）22 23 24 25 26 27 （年度）

80.8 53

H2７年度 H2７年度 100
目標値 目標値

88.0 100

現況値

80.8 5388.0

2.4.1 全市域の下水道化 2.4.2 合流式下水道の改善

　合流式下水道により整備されている区域の面積のうち，雨天
時に河川などに放流される汚濁負荷量が分流式下水道並み以
下に改善されている区域の面積の割合を示しています。２７年
度までに，全区域での汚濁負荷量の削減を目指します。

H22年度 H22年度

　下水道，浄化槽など生活排水処理施設の整備状況を表す指
標で，本市総人口に対する生活排水処理施設整備人口の割合
を示したものです。目標値は，第５次高松市総合計画によるも
のです。

【指標】合流式下水道改善率【指標】汚水処理人口普及率
H24年度評価

（％）B

現況値

（％）

H24年度評価

A

H24年度実績値

83.4 H24年度実績値

53

 



 

13 

（％）

H24年度評価

A

【指標】採用水路数（23年度を基準とした延
べ数）

　生物の育成・退避場所となる空間を確保した生態系保全水路
工法を採用した水路のか所数を示しています。毎年度１か所程
度の増加を目標としています。

　適正な管理が困難となっているため池の保全活動に地域住
民が参加する「ため池守り隊」市民活動支援事業に取り組んで
いるか所数を示しています。平成２７年度までに，１５か所程度
で取り組むことを目標としています。

【指標】「ため池守り隊」市民活動支援事業取組
か所数

【指標】河川環境基準の達成率（BOD）【指標】公共下水道接続率

【指標】浚渫したため池のか所数（22年度を
基準とした延べ数）

3.1.1 公共下水道の接続促進 3.1.3 河川の環境基準の達成

現況値

90.0 58

　公共下水道処理区域内戸数に占める下水道接続戸数の割合
を示しています。公共下水道への接続についての積極的な周
知・啓発などにより，更なる接続率の向上を目指します。

　市内１０河川１２水域において環境基準を達成した水域の割
合を示したものです。目標値は，高松市環境基本計画によるも
のです。

（％）
H22年度 H22年度

H24年度評価

A

現況値

22 23 24 25 26 27 （年度）

90.0
58

H2７年度 H2７年度 67
目標値 目標値

90.5 67

現況値 現況値

7
57

7.65
H2７年度 H2７年度

【指標】１人当たり都市公園等面積

H22年度 H22年度

22 23 24 25 26 27 （年度）

3.1.3 ため池の浚渫 3.2.1 都市公園等の整備

24 25 26 27 （年度）

3.2.2 生態系保全水路工法の採用 3.2.3 ため池の水辺環境整備

22 23 24 25 26 27 （年度） 22 23

　ため池の水質保全に有効な浚渫（しゅんせつ）を実施したた
め池のか所数を示しています。毎年度１０か所程度の実施を目
標としています。

　市民１人当たりの都市公園等面積を示しています。目標値
は，第２次高松市緑の基本計画によるものです。

7

目標値 目標値

57

3
15

H2７年度 H2７年度

目標値 目標値

H22年度 H22年度

現況値 現況値

1
6.0

3

6 15

24 25 26 27 （年度）

9.81

9.81

7.65

22 23 24 25 26 27 （年度） 22 23

1.0

90.5

（㎡/人）

H24年度評価

　A

　　基本方針３　　良好な水辺環境の創出 ●目標値（Ｈ22は現況値）　■実績値（H24）　▲実績値（H23）

（か所）

H24年度評価

C

H24年度評価

（か所）A

H24年度評価

（か所）B

H24年度実績値

90.２

H24年度実績値 67

H24年度実績値

22

H24年度実績値

2

H24年度実績値

10

H24年度実績値

7.66
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【指標】下水管きょ耐震化率

　下水管きょ全体延長に占める，耐震化済み新設管きょ延長の
割合を示しています。

【指標】自主防災組織活動カバー率 【指標】雨水対策整備済面積

　雨水による浸水対策が講じられている面積を示しています。
目標値は第５次高松市総合計画によるものです。

　全世帯数に占める自主防災組織の活動範囲地域世帯数の割
合を示しています。平成２７年度までに，活動カバー率１００％
の達成を目指します。

【指標】基幹管路耐震化率
（％）

【指標】渇水時の節水目標達成率

2,833.1

68

2625242322 （年度）272625242322（年度）27

H22年度H22年度

H2７年度H2７年度

2,833.168
2,900.0

100 現況値現況値

2,900.0100

目標値目標値

31.550

4.3.1 雨水対策の推進4.2.3 自主防災組織の結成促進

（年度）272625242322（年度）272625242322

目標値目標値

H2７年度H2７年度

31.550 35.4

35.4100

H22年度H22年度

34.3－
+

-

36.5

36.5H2７年度H2７年度

100
（給水制限

実施時）

4.2.1 水道施設の耐震化4.1.1 渇水対応の実施

↑

現況値現況値

H22年度H22年度

（％）

目標値

H24年度評価

（％）

（年度）272625242322（年度）272625242322

　水道の基幹管路（導・送水管および４００㎜以上の配水管）の
総延長に占める，耐震適合性のある管の総延長の割合を示し
ています。目標値は，水道施設耐震化計画によるものです。

　渇水による給水制限期間中の配水量実績合計値と，給水制
限時に上下水道局が設定する節水目標水量合計値の割合を
示したものです。節水目標が設定された場合のみ有効な指標
であり，達成率１００％を目標とします。

目標値

S

S

H24年度評価

（％）S

現況値現況値 100

100

↓

【指標】下水処理場・ポンプ場耐震化率

　下水処理場・ポンプ場（昭和５６年５月３１日以前に工事着手
した建築物で，非木造２階建て以上または延べ床面積２００㎡
超の施設）のうち，耐震化が図られている施設の割合を示して
います。平成２７年度までに，前記条件の対象となる全ての施
設の耐震化を図ることを目標としています。

34.3

H24年度評価

（ha）A

H24年度評価

-

H24年度評価

S

H24年度評価

（％）

　　基本方針４　　安全で安心なまちづくりの推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●目標値（Ｈ22は現況値）　■実績値（H24）　▲実績値（H23)

4.2.1 下水道施設の耐震化4.2.1 下水道施設の耐震化

H24年度実績値

35.７

H24年度実績値

70.8

H24年度実績値

77.9
H24年度実績値

2833.1

H24年度実績値

34.0

H24年度

渇水未発生
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●目標値（Ｈ22は現況値）　■実績値（H24）　▲実績値（H23）

H24年度評価

（か所）A

H24年度評価

（地区）A

H24年度評価

（ha）A

1.3

H2７年度 H2７年度 8.0
目標値 目標値

75.1

27 （年度）

（団体営）5

（県営）12

（団体営）15

県営

団体営

12

15

5

22 23 24

（県営）8

【指標】整備か所数（19年度を基準とした延
べ数）

H22年度

25 26 27 （年度） 22 23

8

目標値 （回）

現況値

33.8

H2７年度

目標値

4

4

現況値

22 23 24 24 25 26 27 （年度）

4.3.3 ため池の整備 4.3.3 ため池の整備

22 23 24 25 26 27 （年度）

【指標】再編整備地区数（19年度を基準とし
た延べ数）

2

25 26

H22年度

現況値

H2７年度

2

8.0

33.8 1.375.1

H22年度 H22年度

現況値

H24年度評価

（％）B

4.3.2 高潮等対策の推進 4.3.3 耕作放棄地の活用

　県・土地改良区などが運営する老朽ため池の改修・整備か所
数を示しています。目標値は，高松市農業振興計画によるもの
です。

　ため池の統廃合を含めた再編整備を行う地区数を示していま
す。目標値は，高松市農業振興計画によるものです。

【指標】防潮堤整備による浸水（床上下）棟
の解消率

【指標】耕作放棄地再生利用面積（22年度を
基準とした延べ数）

　耕作放棄地を農地として再生利用する面積を，平成２１年度
を基準とした延べ数で示しています。平成２７年度までに８ｈａの
再生利用を行うことを目標としています。

　浸水対策が必要な棟数全体に占める防潮堤整備による浸水
棟数の解消累計の割合を示しています。平成２７年度までに解
消率７５．１％の達成を目指します。

H24年度実績値

44.7

H24年度実績値

5.4

H24年度実績値 7

H24年度実績値 8

H24年度実績値

3
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４　具体的取組事業評価結果一覧

基本方針１　　身近な水環境の意識の強化

具体的取組 H24年度取組実績
評価
点数

達成率
総合
評価

今後の取組内容 担当課

1.1.1　啓発活動の強化

「我が家の水がめづく
り」の周知・啓発

・我が家の水がめづくり
　節水キャラクター「タメット」を活用した節水に関する事業や啓発活動
を総称し、取組を推進した。
・巧水キャンペーン
　24年度から、名称を「節水キャンペーン」から「巧水キャンペーン」に
変更し、「水を巧みに使い、水を大切にしている高松」を全国発信し、水
事情の厳しい夏場のイメージアップを図った。
　また、水環境や節水に関心の薄い市民への啓発を強化するため、実施方
法の見直しを行い、家庭や事業所での水の有効活用や、水質保全の取組な
どを募集し、「巧水スタイル」を推進した。
　応募件数：家庭559件、事業所5件　合計564件
　目標値を大幅に上まった。

74 93% A

・巧水キャンペーン
　応募件数は、昨年度の2倍を目指す。

水環境対策室

・「広報たかまつ」における、巧水キャンペーンのＰＲおよび市のホーム
ページにおいて、水環境基本計画第１期実施計画平成23年度実績報告書を
掲載し、進捗状況を公表するとともに、水環境に対する意識啓発を実施し
た。
　広報誌（3回掲載）、メルマガもっと高松（3回）、Twitter(3回）、
ホームページ掲載、チラシ配布

58 73% B

・「広報たかまつ」における、巧水キャンペーンのＰＲおよび市のホーム
ページにおいて、水環境基本計画第１期実施計画実績報告書を掲載し、進
捗状況を公表するとともに、水環境に対する意識啓発を図る。
　広報誌（3回程度）、メルマガもっと高松（3回程度）、Twitter(3回程
度）、ホームページ掲載、チラシ配布

水環境対策室

・上下水道局の独自広報紙「みんなの水」の中で、「転ばぬ先の水対策」
とした特集シリーズを掲載し、地震などもしもの際の飲み水は命に係わる
大切なものであることの啓発を行ったほか、市ホームページ、ケーブルテ
レビ、ツイッター、パンフレットを活用し、水環境や水資源の大切さに対
する啓発を行った。
　広報紙「みんなの水」（４回発行），ケーブルテレビ（１回），ツイッ
ター(１回），市ホームページ掲載，パンフレット配布

57 71% B

・広報紙「みんなの水」（４回発行）を始め、市ホームページ、ケーブル
テレビ、ツイッター、パンフレットなどの広報媒体を更に活用し、水環境
や水資源の大切さに対する意識啓発を図る。

企業総務課

広報媒体の一層の活用
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具体的取組 H24年度取組実績
評価
点数

達成率
総合
評価

今後の取組内容 担当課

・巧水キャンペーンのほか、8月1日から7日の「水の週間」にあわせて、
節水型街づくり推進協議会が実施する「節水ウィーク」に参加した。ま
た、水道週間にあわせて、水源地紹介展および水源地（高知県嶺北地域、
高松市塩江町）の物産市を実施し、市民の水環境への興味・関心を高める
きっかけづくりを行った。
　アンケート回収枚数：321枚

61 76% B

・引き続き、巧水スタイル推進チームおよび水源地と連携し、巧水スタイ
ルヒント！ボードの活用や物産展を通して、水の有効利用について、広く
市民に周知する。

水環境対策室

《水道週間関連行事》
・「第40回水とわたしたち展」　6月2日から7月1日まで
　市内の小中学生・一般を対象に募集した絵画・ポスター、習字、作文、
標語のうち優秀作品を展示　応募作品数　1,201点
・「上下水道展・上下水道相談所」　6月5日から6月8日まで
　水源保全活動を紹介したパネル展示、上下水道局職員による相談コー
ナー　相談件数11件
・「水道施設・下水道施設見学会」　　6月2日および9日
　浄水場、下水処理場等の見学会　　参加人数　52人
・「第１５回夕ぐれコンサート」　　　6月2日
　コンサートや水とわたしたち展の最優秀作品の表彰式のほか、「巧水
（水を賢く使う）スタイル」のからくり装置等の展示
　参加人数　約800人
《水の週間関連行事》
・「親子上下水道教室」8月8日　上下水道施設見学や水質実験
　参加人数　54人
《下水道の日関連行事》
・「施設見学会」　　　10月3日
　川添浄水場、水質管理センター，福岡雨水ポンプ所増設工事の見学
　参加人数　20人（上下水道モニター、上下水道事業経営懇談会委員対
象）
  水に関するイベントを開催し、イベントごとのアンケートでも概ね好評
を得ている。

58 73% B

・水に関するイベントの開催
　水道週間関連行事
　　「第４１回水とわたしたち展」
　　「上下水道展・上下水道相談所」
　　「水道施設・下水道施設見学会」
　　「第１６回夕ぐれコンサート」
　水の週間関連行事
　　「親子上下水道教室」
　下水道の日関連行事
　　「施設見学会」

企業総務課

水に関する啓発イベント
等の開催
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具体的取組 H24年度取組実績
評価
点数

達成率
総合
評価

今後の取組内容 担当課

水環境に関するデータの
集約化とワンストップで

の情報公開の検討

水環境の「見える化」の
検討

・市のホームページおよび巧水キャンペーン等水に関するイベントにおい

て、節水方法や節水機器の紹介を行い、節水および節水意識の啓発を行っ
た。 40 50% D

・市のホームページおよび巧水キャンペーン等水に関するイベントにおい

て、節水方法や節水機器の紹介を行い、節水および節水意識の啓発を行
う。 水環境対策室

・「水の上手な使い方」や「節水」をテーマにした「上下水道知ってトー
ク」を5回実施した。

　また、小学校での出前授業で、節水コマの紹介をし、学校の蛇口にも有

効であることを紹介した。

57 71% B

・「水の上手な使い方」や「節水」をテーマとした「上下水道知ってトー
ク」を実施する。また、イベント等で機会を見つけ、様々な方法で水の有

効利用を呼びかけるとともに、節水器具を紹介する。 企業総務課

節水・循環型水利用計画

書の提出・指導等

・水を大切に使う循環型都市を目指し、市民・事業者・行政の協働による
取組を進めるため、「高松市節水・循環型水利用の推進に関する要綱」に

基づき、延べ面積2千平方メートル以上の大規模建築物を建築する際、節

水・循環型水利用計画書の提出依頼および指導を実施した。提出件数12件 49 61% C

・節水・循環型水利用計画書の提出漏れを防ぐため、関係各課との連携を
強めるとともに、施工主に依頼、指導を行う。また、企業誘致事業等の大

型建物に関する説明会等に参加し、周知徹底を図る。
水環境対策室

「巧水（たくみ）スタイ
ル推進チーム」への参加

・Ｈ25.3.28（東京）　巧水スタイル推進チーム全体会議に出席し，24年
度事業報告および25年度事業計画等の検討を行った。

57 71% B

・巧水スタイル推進チーム全体会議に出席し，節水機器の啓発に関する検
討を実施する。

　また、小学生に対しての教材の検討について、巧水スタイル推進チーム

と連携を図る。
水環境対策室

節水型料金体系の検討

・平成24年9月に策定した高松市上下水道事業基本計画において、持続可
能かつ健全な事業運営が行えるよう、真に必要な収入や費用負担の公平性

に努めながら、現行料金水準の維持を基本とすることとしたため、将来を
見据えた水道料金等の適正化について、引き続き、他都市の料金体系を調

査した。 61 76% B

・高松市上下水道事業基本計画(H24年9月策定)において、持続可能かつ健
全な事業運営が行えるよう、真に必要な収入や費用負担の公平性に努めな

がら、現行料金水準の維持を基本に、将来を見据えた水道料金等の適正化
について、他都市の料金体系を調査するとともに、本市の水需要構造の分

析および将来的な業務計画、財政状況、需要構造などを踏まえ、本市に

とって最もふさわしい料金体系について、引き続き検討を行う。

お客さまセンター

66 83% B

・引き続き、本市および関係機関・団体が有する水に関する各種データを
集約し、分かり易く公表することを目標に、情報発信力の強化を図りま

す。

・毎日の給水量の配信

水環境対策室

1.1.2各種データの管理体制の整備と情報公開

1.1.3節水型機器の普及促進

1.1.4節水型料金体系の検討

・「もっと高松」トップページ上にバナー広告を掲載し、水環境の「見え
る化」および「水環境に関するデータの集約化とワンストップでの情報公

開」を実施した。

　25年3月25日～開始

節水型機器の普及の啓発
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具体的取組 H24年度取組実績
評価
点数

達成率
総合
評価

今後の取組内容 担当課

小・中学校における水環

境学習の推進

・市内の中学生が参加し、香川用水の水源環境の見学や体験型学習を通し

て、水環境への関心を深め、節水や水質保全などの実践行動への意識を高

めた。参加校　17校　参加生徒数　3,089人

・総合的な学習の時間や社会科の授業等を通して、副読本を活用した水環
境学習の充実に努めた。

60 75% B

・市内の中学生が参加を計画し、水源ダムや関連施設等を活用した体験型

学習を通して、水環境への関心を高め、節水や水質保全などの実践行動に

つなげていく。

・副読本を活用して、小学校の総合的な学習の時間や社会科の授業等にお
ける水環境学習を充実させる。

学校教育課

子どもに対する水環境学

習の場の確保

・「こどもエコクラブ」については、平成22年度における国の事業仕分け

により、廃止の判定を受けたため、特別な支援は行っていないが、既存の

クラブには、環境学習活動の一環として講座開催に対する講師謝金などの
支援に努めた。

22 28% E

・小学生とその保護者を対象に、干潟の観察会などの自然体験学習を行っ

ている「高松エコマイスター自然学校」事業の支援を行う。水環境学習の

場の確保をするとともに、瀬戸内海の環境保全に関する理解と活動へに参
加の促進を図る。

環境保全推進課

・生涯学習センター、コミュニティセンターや環境保全推進課分室におい

て、環境学習講座を開催するとともに、広報誌やホームページにより周知
に努めた。

　また、環境活動団体との意見交換会などにより、情報収集に努め企画内

容の改善に努めた。

　開催回数：76回　受講者数：2,714人　目標値を大幅に上回った。

68 85% B

・24年度と同様に、環境学習講座を開催していくとともに、環境活動団体

や関係機関と協力し、25年度の企画として、瀬戸内海に親しむ講座を開催
する。

環境保全推進課

・生涯学習センターやコミュニティセンター・公民館において、水問題学

習や環境問題学習を内容とした講座を開催した。
　講座開催回数：142回、受講者数：4,241人 80 100% S

・生涯学習センターやコミュニティセンター等において、水問題学習や環

境問題学習を内容とした講座を開催することにより、市民の環境に関する
意識の啓発を図る。 生涯学習課

生涯学習センター

地域コミュニティや市民

活動団体への支援

・平成24年度ゆめづくり推進事業では、2地区コミュニティ協議会が水に

関する環境保全促進事業に取り組み、ビオトープの再整備や観察会、清掃

活動等を通して、広く住民に対する環境保護啓発活動を進めている。 64 80% B

・ゆめづくり推進事業では、昨年度からの継続で水関連の環境保全促進事

業に取り組む地区もあり、今後も、地域コミュニティ協議会の水に関する

環境保護活動への取組を支援する。 地域政策課

地域コミュニティ等にお

ける環境学習・環境行動

の支援

・生涯学習センターやコミュニティセンターなどからの依頼により、講師

派遣を行なうとともに、自主的な学習活動を行う環境活動団体等に補助金

を交付することにより、その活動を促進し、意識の高揚や協働の推進に努
めた。

　環境学習事業補助利用件数：3件

61 76% B

・昨年度は、3件であった環境学習事業の補助交付を、環境活動団体との

調整を行い、利用件数の増加を図る。また、環境活動団体との意見交換の

中で、要望のあった団体の発表の場を設け、活動を促進する。 環境保全推進課

環境リーダーの活用

・環境リーダー養成講座修了者の一部は、自主的に地元の清掃活動を行

なったり、地域における蛍の育成に取組んでおり、不法投棄されたごみの

回収や情報交換を行うことにより、活動の支援に努めた。 48 60% C

・環境リーダーを環境学習活動に活用するとともに、清掃や蛍の育成な

ど、自主的な活動に対しても、支援を継続していく。
環境保全推進課

環境学習講座等の実施

1.2.1学校等での環境教育の推進

1.2.2生涯学習の場における環境教育の推進

1.3.1地域コミュニティ・市民活動団体・企業との協働推進
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具体的取組 H24年度取組実績
評価
点数

達成率
総合
評価

今後の取組内容 担当課

・クリーンウォークin塩江
　H18年度から開始。24年度は、11月18日に実施。

　地元住民、ボランティアなど860人の参加があり、3.0トンのごみを回収
した。ごみの回収量が減尐していることから、環境美化意識の向上が図ら

れている。

58 73% B

・水源地域である塩江町住民と、その自然の恵みを享受する者が、手を携
え塩江町を清掃しながら歩くことで、環境の維持および環境保護に対する

意識の向上を図る。 環境指導課
適正処理対策室

・早明浦ダム周辺ボランティア清掃
　水源保全や水源地域に対する理解と関心を高め、かつ、水資源の大切さ
に対する意識啓発を図ることを目的に、市民と行政が協働で本市の水道水

源である早明浦ダム周辺の清掃を行った。
　実施日　　11月10日　　参加者　186人

・地元水源地清掃の実施
　水源への感謝の気持ちを込めて、水源保全に寄与するために、奥の池の

清掃奉仕作業を行った。
　実施日　11月17日　　参加者94人

57 71% B

・早明浦ダム周辺ボランティア清掃の実施
　水源保全や水資源の大切さに対する意識啓発を図ることを目的に、市民
と行政が協働で本市の水道水源である早明浦ダム周辺の環境保全活動を実

施予定である。

企業総務課

・水源地域との交流

　水道週間の関連行事である「上下水道展」開催期間（6月5日～8日）に
おいて、早明浦ダム周辺の嶺北地域や塩江町を紹介するコーナーを設置

し、特産品の展示を行うとともに最終日（8日）には，特産品の販売を行
い、水源地域と利水地域の相互交流を図った。

・早明浦湖水祭（シンポジウム）への参加
　水資源開発の尊い犠牲となられた方々に感謝と敬弔の意を捧げ、水の有

効利用、水源涵養思想の高揚、水源地域と利水地域の経済・文化の交流を
深めることを目的とする早明浦湖水祭（シンポジウム）（8月4日（土）開

催）に参加した。
・水域交流展覧会への出展

　四国三郎吉野川源流・利水域交流美術展覧会に、書道・絵画を出展し
た。

55 69% C

・上下水道展における水源地域との交流物産展の開催

・早明浦湖水祭（シンポジウム）への参加
・四国三郎吉野川源流・利水域交流美術展覧会出展

水環境対策室

・水源地域と利水地域の相互交流および水源保全ならびに水源地域に対す

る理解と関心を高めるため、講演会や嶺北地域の中学生の発表など、嶺北
４か町村主催の早明浦シンポジウム（早明浦湖水祭）に参加した。

　実施日　8月4日（土）
　早明浦シンポジウムに対する市民の関心は高く、今後も、継続的な実施

が望まれる。

57 71% B 

・早明浦シンポジウム（早明浦湖水祭）への参加を予定している。

企業総務課

・早明浦湖水祭「四国の子ども交歓会」（H24.8.24～25）
　本市と嶺北地域の子どもたちが早明浦ダムを見学し、水の大切さや有効

利用について学ぶとともに、カヌー体験をしたり、自然木を使っての工作
などを行い、お互いの交流と親睦を図った。

・高松・嶺北子ども交歓会（H24.12.8～9）
　嶺北地域の子どもたちを高松に迎えて、御殿浄水場を見学し、水道水の

仕組みについて学ぶとともに、市場での調理体験をはじめ、レクリエー
ションやうどん作り体験等を行い、お互いの交流と親睦を図った。

　参加児童数33人
　参加児童へのアンケートによる満足度　84.8％

　本市と嶺北地域の子どもたちが、水の大切さや有効利用について学ぶと
ともに、相互交流を図ることができたことは有意義であった。

70 88% A

・早明浦湖水祭「四国の子ども交歓会」への参加
　本市と高知県嶺北地域の子どもたちが早明浦ダムを見学し、水の大切さ

や有効利用について学ぶとともに、自然を生かした体験活動により、お互
いの交流を図る。

・高松・嶺北子ども交歓会の実施
　嶺北地域の子どもたちを迎えて、御殿浄水場を見学し、水道水の仕組み

について学ぶとともに、様々な体験活動により親睦を図る。 生涯学習課

・香東川上流・下流地域
における交流事業の検討

・水源地域との交流
　水道週間の関連行事である「上下水道展」開催期間（6月5日～8日）に

おいて、塩江町を紹介するコーナーを設置し、特産品の展示を行うととも
に最終日（８日）には，特産品の販売を行い、水源地域と利水地域の相互

交流を図った。

56 70% C

・上下水道展における水源地域との交流物産展の開催
・水源地活性化調査の取組に対して、支援を行う。

水環境対策室

1.3.2上流・下流地域間の連携・協力・交流の促進

水源地域との交流活動の
実施

水源地域でのボランティ

ア清掃の実施
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具体的取組 H24年度取組実績
評価
点数

達成率
総合
評価

今後の取組内容 担当課

新規水源の開発

・ハゼ西公園周辺に深井戸を新たに１基掘削し、揚水試験を実施した。ま
た、御殿貯水池周辺に奥の池からの導水管口径400㎜を542m布設した。
・椛川ダムについては、総事業費2,000,000千円のうち、687,000千円分に
ついて実施した。
　自己処理水源の確保：41.3％

57 71% B

・奥の池取水塔にポンプ設置等の電気設備工事を施工し、残区間の導水管
口径400㎜を240m、口径250㎜を190m布設し、奥の池から御殿貯水池まで導
水出来るようにする。
・椛川ダム建設事業については継続して参画していく。 浄水課

浄水施設の整備

・浅野浄水場の整備は、椛川ダム水の取水に合わせ施設を更新していく計
画であり、平成24年度は、3か年で実施する急速系浄水処理施設築造工事
を実施した。
　業者決定後の施行方法および工程の検討、確認に日数を要したため、工
事の進捗が若干遅れた。

57 71% B

・平成24年度に引き続き、急速系浄水施設の整備を実施する。（急速系浄
水施設築造工事、急速系電気設備工事、薬品注入棟建築工事）

浄水課

老朽管路の計画的な更新

・老朽鋳鉄管・口径75㎜～900㎜・延長3,341mおよび老朽ビニル管・口径
50㎜～150㎜・延長2,372mの更新を行った。
　配水管網整備計画に基づき概ね計画どおり執行できた。今後も優先順位
等の見直しも考慮し効率的、効果的に行う必要がある。
　配水管布設替延長　17,402ｍ

70 88% A

・老朽鋳鉄管・口径75㎜～900㎜・延長2,430mおよび老朽ビニル管・口径
50㎜～150㎜・延長3,730mの更新を行う。

水道整備課

漏水監視体制当の整備

・漏水を早期に発見するため、高松市内を市街地区とその他地区に分割
し、市街地区をさらに2分割し隔年毎に、その他地区を3分割して3年毎に
漏水調査を実施した。
　漏水率：　6％以下
　市街地区漏水調査：　198ｋｍ、　その他地区漏水調査：　642ｋｍ、
　随時特定漏水調査：　283件、　漏水防止工事：　185件
　平成24年度に漏水調査を行った結果、発見件数 345件　漏水防止量
1,032㎥を、漏水防止した。

67 84% B

・漏水調査
　市街地区 ：　167ｋｍ
　その他地区：　492ｋｍ
　個別音調調査：　66,981戸
　随時特定調査：　140件
　漏水防止工事：　130件

維持管理課

基本方針２　　水循環の健全化

2.1.1自己処理水源の確保

2.1.2水道施設の整備
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具体的取組 H24年度取組実績
評価
点数

達成率
総合
評価

今後の取組内容 担当課

水道ＧＬＰの維持

・平成21年2月に認定を取得した水道ＧＬＰ（水道水質検査優良試験所規
範）に基づき､厳格な水質検査体制を維持してきたが、平成25年1月に4年
目の更新審査を受審し、改めて水質検査の技術力と信頼性の高さが第三者
機関より認められた。
平成25年2月24日水道ＧＬＰ適合認定更新（公社）日本水道協会

60 75% B

・引き続き、水道ＧＬＰに基づく厳格な管理体制のもと、水道水の水質検
査を実施し、水道水の安全性の確保を図る。

浄水課
水質管理センター

水道原水の異常監視

・各浄水場における24時間体制の原水水質の監視を実施したほか、水質管
理センターにおいて策定する水質検査計画に基づき、水源および浄水処理
工程の水質検査を実施することにより、水源異常の早期発見に取り組ん
だ。
　平成24年度水質検査計画　水源および原水水質検査
　　総検査数　14,868件（渇水時用補助水源含む）

57 71% B

・各浄水場での24時間体制の原水水質の監視を継続するとともに、平成25
年度水質検査計画に基づき、水源および浄水処理工程の水質検査を実施
し、水源異常の早期発見に取り組む。

浄水課
水質管理センター

鉛製給水管の解消

・鉛製給水管滞留水の適正使用と、鉛管引替工事助成金交付制度に係る説
明イラスト等を裏面に印刷した検針票を使用することにより、鉛製給水管
滞留水の適正使用についての周知と、鉛管引替工事助成金交付制度の利用
促進を図ったほか、助成金算出に必要な書類について提出期限を設けるな
ど、より円滑な助成金交付を目的に、鉛管引替工事助成金交付要綱の一部
改正を実施した。
　また、単独事業による鉛製給水管取替工事のほか、道路舗装打替え工事
や下水道工事に伴う配水管移設工事等、 他工事との同時施工の機会をと
らえた、効率的な取替を実施した。
　鉛製給水管解消件数：3,315件

54 68% C

・鉛製給水管使用世帯に対して、早期布設替えの必要性や鉛製給水管滞留
水の適正使用および鉛管引替工事助成金交付制度の周知等を目的とした、
戸別通知の送付を実施する。
　また、今後も引続き、鉛製給水管滞留水の適正使用および鉛管引替工事
助成金交付制度の周知を徹底することにより、助成制度の利用啓発を図る
とともに、他工事との同時施工など効率的な取替を推進することにより、
鉛製給水管の早期解消に努めていく。

給排水設備課

雨水貯留施設設置に関す
る助成制度の積極的な周
知・啓発

・広報紙「みんなの水」(8/15号)、広報「たかまつ」(4/15号)およびホー
ムページを通じて、雨水貯留施設に関する助成制度の周知・啓発を行っ
た。
　小規模雨水貯留タンク数：　99基
　中・大規模雨水貯留施設数：　4基
　不要浄化槽の雨水貯留施設数：　46基
　目標(予算額)に対して、約6割程度の実績であった。

49 61% C

・広報紙「みんなの水」、広報「たかまつ」およびホームペーｼﾞを通じ
て、引き続き、雨水貯留施設に関する助成制度の周知・啓発を行う。

給排水設備課、
企業総務課

市施設での貯留施設の整
備

・市施設において、雨水貯留施設（4施設）を設置した。

58 73% B

・市施設において、雨水貯留施設の設置を推進する。

水環境対策室

2.1.3水道水質の管理

2.2.1雨水貯留施設の整備
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具体的取組 H24年度取組実績
評価
点数

達成率
総合
評価

今後の取組内容 担当課

再生水利用の積極的な周

知・啓発

ホームページを通じて、下水処理再生水の利用促進について、ＰＲを行っ
た。
　再生水利用制度は、一般家庭を対象とした制度ではなく、利用促進を図

ることは難しいが、再生水への理解を求めたいと考える。
57 71% B

・引き続き、ホームページで、下水処理再生水の利用促進をするため、Ｐ
Ｒを行う。

企業総務課

計画的な再生水管の整備

・中心市街地北側区域内にて再生水管の延伸を行った。新たに1施設に供

給を開始したが、1施設で供給を廃止したことにより、増減はなく、現在
63施設に供給を行っている。
・事業仕分けや議会の所管事務調査の結果を受け、中心市街地南側などへ

の計画区域の拡大は行わず、現供給区域内において、利用者の拡大を図
り、既存施設の有効利用を行っていく。

59 74% B

・東部下水処理場の処理水を有効利用するため、引き続き、中心市街地北

側区域内において、再生水管工事を行う。

下水道整備課

県・市条例に基づく揚水
施設設置等の届出

・揚水施設設置等の届出について

　香川県生活環境の保全に関する条例、高松市公害防止条例に基づき、揚
水機の吐出口の断面積が19㎠を超えるものを設置する場合の届出指導を

行った。
57 71% B

・引き続き、県・市条例に定める揚水施設設置等の届出について指導す

る。

環境指導課

水道水源としての地下水

の適正取水量の調査・検
討

・ハゼ西公園周辺で深井戸を１基掘削し、公園内の2基との同時揚水試験
等を実施し、適正揚水量についての検討を行った。
　揚水試験の結果、１基あたり2,000m3/日を汲み上げても、周辺への影響

は無いと考えられるが、３井戸同時揚水量は、７０％程度が適当であり、
4,200m3/日(1,400×3）以下が良いとの結論に至った。

57 71% B

・平成24年度の揚水試験の結果を踏まえ、引き続き、香川中央地域地下水
利用対策協議会において地下水取水の渇水時の弾力的な運用についての提
案を行う。

浄水課

森林整備の推進，造林助
成事業の実施

・森林整備

　分収契約を締結している森林について、本市が造林事業を実施した。
・造林助成

　森林所有者が行う造林事業に対し、国・県と連携し、補助を行った。
　森林資源の造林を行い、水源涵養や国土保全が図られた。
　分収造林事業による年間間伐・枝打ち面積（延べ数）605ha

72 90% A

・森林整備

　分収契約を締結している森林について、本市が造林事業を実施する。
・造林助成

　森林所有者が行う造林事業に対し、国・県と連携し、補助を行う。

農林水産課

「いざ里山」市民活動支

援事業等の実施

・市民活動団体の活動支援

　日山など市街地近郊の10箇所の里山
　新規募集を行った結果、新たに１団体の応募があった。

・里山の保全に関連する幅広い活動への支援
　地域住民が多数参加し、登山道や展望台付近の草刈や植林を実施。

　しかし、活動が登山道と山頂付近に限られていた。
・活動状況や各里山の魅力を紹介するパネル展の実施（市民ホール）
　年間整備保全面積　3.18ha

63 79% B

・日山など市街地近郊の11箇所の里山について、市民活動団体の活動を支

援する。

農林水産課

不法投棄防止監視パト

ロール等の実施

・不法投棄防止監視パトロール
　職員による定期監視パトロールを平日33回、休日12回、随時41回の計86

回実施。高松市全域においての不法投棄発見件数は、平日73件、休日29
件、随時43件、計145件発見し、564.5kgの軽易不法投棄物の回収を行っ
た。

・不法投棄撲滅ふれあいクリーン作戦
　24年度は6件のクリーン作戦を実施し、地元住民、市民・企業ボラン

ティアなど延人員約6,565名が参加し、総重量29トンのごみを回収した。
なお、塩江地区不法投棄撲滅クリーン作戦は1回開催し、860名が参加し、

3.0ｔのごみを回収した。
　クリーン作戦によるごみの回収量は年々減尐しており、環境美化意識の
向上が図られている。

58 73% B

・不法投棄防止監視パトロールを市内全域において実施するほか、不法投
棄多発地帯には、土地管理者等に、不法投棄の防止看板や対応策を指導す

るなど、防止に取り組む。

環境指導課

適正処理対策室

2.2.3地下水の適正利用

2.3.1水源地・水源林の保全

2.2.2下水処理水再生水の利用促進
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具体的取組 H24年度取組実績
評価
点数

達成率
総合
評価

今後の取組内容 担当課

雨水浸透施設設置助成制
度の積極的な周知・啓発

・広報紙「みんなの水」(8/15号)、広報「たかまつ」(4/15号)およびホー
ムペーｼﾞを通じて、雨水貯留施設に関する助成制度の周知・啓発を行っ
た。 49 61% C

・広報紙「みんなの水」、広報「たかまつ」およびホームページを通じ
て、引き続き、雨水貯留浸透施設に関する助成制度の周知・啓発を行う。

給排水設備課

市道や市施設での雨水浸
透施設の整備

・都市計画課において、東山崎町51号線の歩道L=230ｍについて、透水性
舗装の整備を行った。
　透水性舗装整備済累計延長　10,658ｍ
　　道路課施工済　　　 9,735ｍ
　　都市計画課施工済　   923ｍ

66 83% B

・道路課では、老朽化の激しい歩道から透水性舗装へ打換えを行い事業の
進捗を効率よく図って行く予定としているが、25年度は事業の予定がな
い。
・都市計画課では、透水性舗装の整備を行う予定としている。

道路課

公共下水道の整備

・高松、香南、香川、国分寺地区にて汚水管をL=20,620m整備し、公共下
水道の普及に取り組んだ。また、現認可区域整備後の整備構想について
は、費用対効果および都市計画マスタープランや各種計画との整合性を図
る観点から、28年度以降は原則として新たな認可区域の拡大は行わないこ
ととした。公共下水道整備済面積：5,372.2ha
　ほぼ計画どおり実施できた。

71 89% A

・高松、香川、香南、国分寺地区等において汚水管整備を行う。

下水道整備課

合併処理浄化槽の設置促
進

・合併処理浄化槽の設置者に対して、補助金の交付を行った。
　補助金交付数：　857基
　合併処理浄化槽の整備促進が図れたが、依然として、単独処理浄化槽の
転換が進んでいない。

63 79% B

・本年度も900基の予算を見込んでおり、合併処理浄化槽の整備促進を図
る。
　単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換について、平成25年度から
補助金制度の改正（拡充）を行い、同制度の積極的な活用の周知・啓発を
行う。

給排水設備課

合流式下水道改善対策の
実施

・合流区域において、汚濁物の流出防止を図るための管きょなどの詳細設
計を行った。
　合流式下水道改善率：　53％

57 71% B

・合流区域において、汚濁物の流出防止を図るための管きょなどの整備を
行い、Ｈ25年度末までに事業を完了する。 下水道整備課

組織統合による水環境行
政の総合的な運営

・平成24年4月から、市長部門に事務委任していた契約監理事務を上下水
道局に移管し、「財産契約室」を設置するとともに、市長部門で行ってい
た水質検査業務を可能な限り受諾するため、「水質管理センター」を設置
したことで、上下水道の組織統合メリットを生かし、さらに効率的な業務
執行体制を構築できた。

57 71% B

・今後も、業務執行をより円滑に行うことができるよう、適切な人員配置
や人材育成に努め、上下水道に係る水環境行政の一体的な推進を目指す。

企業総務課

2.3.2地下水の涵養

2.4.1汚水処理施設の整備

2.4.2合流式下水道の改善

2.5.1上・下水道部門の統合による水環境行政の連携
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具体的取組 H24年度取組実績
評価
点数

達成率
総合
評価

今後の取組内容 担当課

・水質汚染の防止を図るため、旧環境プラザおよび23か所のコミュニティ
センターに持ち込まれた家庭用廃食油の収集を、高松市消費者団体連絡協

議会および各地区コミュニティ協議会に委託するとともに、廃食油を持参

した方に、自然にやさしい洗たく用粉石けんを提供し、粉せっけんの適正
使用の啓発に努めた。

　収集日数　99日　　収集量　7,011リットル
　前年度と比べ、委託先のコミュニティ協議会は、同数であったが、収集

量は増加した。

56 70% C

・前年度に引き続き、旧環境プラザおよび22か所のコミュニティセンター
に持ち込まれた家庭用廃食油の収集を、高松市消費者団体連絡協議会およ

び各地区コミュニティ協議会に委託するとともに、廃食油を持参した方

に、自然にやさしい洗たく用粉石けんを提供する。また、粉せっけの適正
使用の啓発に努める。 地域政策課

・単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換、浄化槽の適正な管理、公

共下水道への接続、家庭からの排水の適正な処理など生活排水対策の推進
について、広報紙で特集し、市民に周知・啓発した。 57 71% B

・引き続き、生活排水対策の推進のため、単独処理浄化槽から合併処理浄

化槽への転換促進、浄化槽の適正な管理、公共下水道への接続などについ
て、ホームページや広報紙でＰＲを行う。 企業総務課

・公共下水道への未接続世帯に対する接続依頼文書の配付や戸別訪問指導

の実施により早期接続を促進した。
・未接続世帯の実態等の把握や今後の計画的かつ効率的な接続推進を目的

としたアンケート調査を実施し、未接続理由等の分析を行った。

・調査データを今後に活用できるよう既存システムの改修による未接続世
帯台帳を作成した。

　公共下水道接続率：　90.2％
　目標としていた公共下水道接続率を達成することができた。

63 79% B

・これまで実施したアンケート調査の結果をふまえた個々の世帯の実情に

合わせた接続指導や助言、未回答者に対する追跡調査や接続依頼文書の一
斉送付など、計画的かつ効率的な接続依頼文書の配付や戸別訪問指導を行

う。また、未接続台帳の整備も併せて行うとともに、広報紙やホームペー

ジを活用することにより、更なる接続率向上に努めていく。 給排水設備課

法令等に基づく工場・事
業場等排水の監視・指導

・工場・事業場の監視

　市内123箇所の工場・事業場に対し、立入検査を実施し、規制基準が守
れていなかった6事業場に対して指導を行った。

　苦情受け付け件数はH24年度29件あり、引き続き、事業場排水対策を推
進するため、工場・事業場の排水の監視・指導を行う必要がある。

66 83% B

・引き続き、工場・事業場の排水の監視・指導を行う。

環境指導課

環境保全型農業の推進

・農薬・肥料の適正使用啓発

　春・秋に開催するごじまん野菜塾において農薬・堆肥の適正使用等につ
いて指導した。

　ごじまん野菜塾延べ参加人数　450人

　ごじまん野菜塾だけでは対象者が限定されることから、機会を捉えて幅
広く普及啓発していく必要がある。

・堆肥処理関連機械導入
　スキッドステアローダー　1台

58 73% B

・農薬・肥料の適正使用啓発

　ごじまん野菜塾等を通じて農薬・堆肥の適正使用等の普及啓発に努め
る。

　また、堆肥処理関連機械を導入し、堆肥化の推進を行う。

・堆肥処理関連機械導入
　スキッドステアローダー　１台導入予定

農林水産課

3.1.1生活排水対策の推進

基本方針３　　良好な水辺環境の創出

3.1.2事業場等排水対策の推進

家庭における生活排水対

策の周知・啓発
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具体的取組 H24年度取組実績
評価
点数

達成率
総合
評価

今後の取組内容 担当課

・河川・ため池の水質監視
　市内10河川12地点、16のため池で水質測定を実施し、速報値を環境指導
課ホームページで公表した。良好な水環境を保全するため、引き続き、河
川・ため池の水質監視を行う必要がある。
　河川の環境基準達成率：67%

63 79% B

・引き続き、河川・ため池の水質監視を行う。

環境指導課

・環境指導課が水質測定計画に基づき採水した河川やため池の水質検査を
上下水道局浄水課水質管理センターで受託し、異常等が見られた場合、速
報する体制を整えている。また、水道水の水源となっている河川やため池
については上下水道局水質検査計画に基づき検査・監視を行い、その結果
をホームページで公表している。
　河川・ため池の水質検査受託件数：　3,194件
　水質検査計画河川・ため池検査数：　6,948件

57 71% B

・浄水課・水質管理体制充実事業
　環境指導課による河川やため池の水質検査を受託し、環境監視に協力す
る。

浄水課
水質管理センター

ため池の浚渫等推進

・ため池の水質改善等を図るため、農業従事者等の理解を得ながら、池干
しによる水の入れ替えやため池の浚渫を推進した。
　浚渫したため池のか所数　22か所

42 53% D

・ため池の水質改善等を図るため、農業従事者等の理解を得ながら、池干
しによる水の入れ替えやため池の浚渫を推進する。 土地改良課

土壌汚染対策法等の適切
な運用

・土壌汚染対策法等の適切な運用
　有害物質使用特定施設の使用の廃止時や、一定規模以上の土地の形質変
更の届出による、調査・審査等を行った。
　H24年度審査件数　使用廃止時6件、形質変更36件
　地下水汚染を未然に防止するため、引き続き、土壌汚染対策法等の適切
な運用を行う必要がある。

63 79% B

・引き続き、土壌汚染対策法等の適切な運用を行う。

地下水の水質監視

・地下水の水質監視
　市内7地点で概況調査を実施した結果、１地点で「ふっ素」項目が環境
基準値を上回っていたが、周辺には影響は認められなかった。
　地下水の水質監視は、発生源周辺の定点7地点での調査を継続した。 63 79% B

・引き続き、地下水の水質を監視する。

河川・ため池の水質監視

環境指導課

3.1.3河川・ため池の浄化対策の推進

3.1.4地下水の水質監視等
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具体的取組 H24年度取組実績
評価
点数

達成率
総合
評価

今後の取組内容 担当課

法令等に基づく事業場等
の排水の監視・指導

・工場・事業場の排水の監視・指導
　市内48箇所の工場・事業場に対し、立入検査を実施し、規制基準が守れ
ていなかった6事業場に対して指導を行った。
　事業場排水対策を推進するため、工場・事業場の排水の監視・指導を行
う必要がある。

66 83% B

・引き続き、工場・事業場の排水の監視・指導を行う。

環境指導課

・瀬戸内海環境保全知事・市長会議
　瀬戸内海環境保全知事・市長会議に参加し、各種施策に協力した。

57 71% B

・瀬戸内海環境保全知事・市長会議の会員として、引き続き、各種施策に
協力する。

環境指導課

・海浜清掃事業
　毎年１回、市内の海浜および漁港を漁業者による清掃を実施し、漁港機
能の確保や海浜の美観維持に努めた。
　事業実施の効果により、漁場環境保全の面で役立っている。
　しかし、漁場者の高齢化、後継者不足から清掃事業への参加者が減尐傾
向であり、今後、効率的な回収方法を検討していく必要がある。
　参加者　703人　　回収ゴミ　63ｔ

67 84% B

・豊かな「里海」を実現するため、漁業者による海浜清掃事業を継続し、
漁港施設の確保や海浜の美観維持に努める。

農林水産課

・都市公園等の整備
　芝生整備工事は計画どおり整備工事を実施した。
　塩上町三丁目公園芝生整備工事A＝571㎡
　三軒家公園芝生整備工事A=314㎡
　1人当たり都市公園等面積　7.66

60 75% B

都市公園等の整備
　高松海岸線街路植栽工事
　平塚中央公園(H25.4.1供用） 公園緑地課

・みどり豊かな教育環境を整備するため、校庭を芝生化するなど、学校施
設の緑化を進め、こどもたちの緑化意識を育み、環境教育の場となる環境
に配慮した学校施設を目指すとともに、次代を担う児童・生徒の運動・体
力不足を解消し、たくましく心豊かな子供たちの育成を図る。
　東植田小約2,500㎡および屋島小約1,000㎡

67 84% B

・大規模芝生化予定
　太田南小学校、古高松南小学校
・小規模芝生化予定
　太田小学校、大野小学校 教育局総務課

3.1.5　海域の浄化対策等の推進

3.2.1潤いのある緑地と水辺空間の創造

親水空間に配慮した緑の
まちづくりの推進

豊かな「里海」を実現す
るための取組の推進
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具体的取組 H24年度取組実績
評価
点数

達成率
総合
評価

今後の取組内容 担当課

多自然川づくり実現に向
けた取組の推進

・地域住民や地元水利関係者の理解を得て、生態系保全や河川景観に配慮
した河川改修工事を実施した。
　屋島地区排水路改修工事　魚巣護岸工L=42.1m

70 88% A

・多自然川づくりについては，引き続き，河川改修工事の新規事業採択に
合わせて，周辺環境や管理面に考慮の上，地域住民や地元水利関係者の理
解や協力を得ながら，可能な限り生態系保全工法を採用した川づくりに努
める。

河港課

生態系保全水路工法の導
入促進

・頭に出水がある用水路の改修に際しては、小型淡水魚等の生息場所とな
る空間を確保した生態系保全水路工法の採用を推進したが、24年度におけ
る実施はなかった。今後も、引き続き協力を得られるよう、周知啓発に努
める。

28 35% E

・頭に出水がある用水路の改修に際しては、小型淡水魚等の生息場所とな
る空間を確保した生態系保全水路工法の採用を推進する。

土地改良課

ため池整備事業にあわせ
た水辺空間の環境整備

・ため池景観整備維持管理事業により，周辺環境施設の適正な維持管理を
推進した。
　ため池景観整備維持管理事業実施か所数　16か所

67 84% B

・ため池の整備に併せ、水辺空間を活用した周辺環境の整備および維持管
理体制づくりを支援する。 土地改良課

「ため池守り隊」市民活
動支援事業の実施

・ため池を農家と地域住民による活動団体が管理する取組に対して支援す
る「ため池守り隊」市民活動支援事業を推進した。
　「ため池守り隊」市民活動支援事業取組か所数　10か所

64 80% B

・ため池を農家と地域住民による活動団体が管理する取組に対して支援す
る「ため池守り隊」市民活動支援事業を推進する。 土地改良課

湧水（出水）・干潟の保
全・活用の検討

・環境保全課が、干潟の生き物観察会を実施した。
　参加者数　22人

20 25% E

・貴重な地域資源である地下水の涵養など、湧水の保全と適正な利用につ
いて検討する。
・湧水（出水）について、場所および数等実態調査の実施を検討する。 水環境対策室

3.2.2生態系に配慮した水空間づくり

3.2.3住民の憩いの場としてのため池整備

3.2.4湧水（出水），干潟の保全
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具体的取組 H24年度取組実績
評価
点数

達成率
総合
評価

今後の取組内容 担当課

適切な渇水対応の実施

・香川用水の取水制限は、5日間実施されたが、自己水源の増量により、

給水は安定して供給できた。 57 71% B

・香川用水の取水制限が実施されれば、渇水の影響を最小限に止めるた

め、取水制限の段階に応じて、適時適切な渇水対応を行い、断水の回避に

努める。

企業総務課

緊急時の円滑な水融通

・関係者との連携を図り、緊急時の円滑な水融通に努めた。

51 64% C

・引き続き関係者との連携を図り、緊急時の円滑な水融通に努める。

浄水課

・浄水場施設の更新においては、全て耐震構造の施設を築造している。

60 75% B

・川添浄水場管理棟の耐震補強工事を行う。また、浄水場の施設更新は全

て耐震構造で実施する。 浄水課

・事業の推進で耐震化率は前年度より向上し目標を上回ったが、継続して

事業を行う必要がある。

　口径50㎜～600㎜・延長7,766mの配水管布設

　口径50㎜～900㎜・延長5,713mの配水管布設替

74 93% A

・口径75㎜～600㎜の配水管布設および口径75㎜～900㎜の配水管布設替を

行う。
水道整備課

・下水道管きょの新設時に、耐震対策を行った管渠をL=20,980m整備し

た。

　下水道管きょ耐震化率：34.0％
77 96% S

・Ｈ25年度においても、管渠の新設時に耐震設計を行い、必要な対策を講

じていく。 下水道整備課

・下水道施設課施設耐震改修計画に基づく、牟礼浄化苑の耐震詳細診断の

実施および耐震補強実施設計業務委託。

・ポンプ場3施設（川西、南部、相引東）の耐震補強実施設計業務委託を

完了した。

55 69% C

・牟礼浄化苑において、専門コンサルタント業者による牟礼浄化苑の耐震

補強実施設計業務を引き続き実施する。また、東部下水処理場の沈砂池機

械棟および南部ポンプ場において、耐震補強工事を実施する。 下水道施設課

上下水道の応急復旧体制

の整備

・上下水道の組織統合に伴い、下水道部門も含めた総合的な震災対策マ

ニュアルの修正作業に取り組んでいる。

57 71% B

・上下水道の組織統合に伴い、下水道部門も含めた総合的な震災対策マ

ニュアルを策定する。

・地震等の災害により被害が発生した場合に、本市が管理する施設の復旧

支援が迅速かつ円滑に行われることを目的として、日本下水道事業団との

間に「災害時における下水道終末処理場およびポンプ場の復旧支援に関す

る協約」を、日本下水道管路管理業協会との間に「災害時における下水道

管路施設の復旧支援に関する協定」を締結する。

企業総務課

水道整備課

下水道整備課

下水道施設課

・耐震性貯水槽1基（６０㎥）の整備を実施した。
70 88% A

・耐震性貯水槽（６０㎥）の整備を計画的に実施する。
消防局消防防災課

･有事の際に，応急給水活動を迅速に行うことができるように、各コミュ

ニティ協議会などが主催する震災訓練に参加し，地域の住民とともに応急

給水訓練を4回実施した。 57 71% B

・有事の際に、応急給水活動を迅速に行うことができるように、引き続き

各コミュニティ協議会などが主催する震災訓練に参加し、地域の住民とと

もに応急給水訓練を実施する。

・職員向けの訓練を上下水道局が主体となって、定期的に実施する。
企業総務課

4.2.2緊急時の復旧体制の整備

基本方針４　　安全で安心なまちづくりの推進

上下水道施設の耐震整備

4.1.2円滑な水融通

応急給水体制の整備

4.2.1施設の耐震化

4.1.1適切な渇水対応の実施
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具体的取組 H24年度取組実績
評価
点数

達成率
総合
評価

今後の取組内容 担当課

・「自治会加入促進月間」の設定（11月）と併せて、「自主防災組織加入
促進月間」を設定した。

・小学校など教育機関と連携し、児童・生徒を対象に意識啓発を図った。
・平成23年度より配置している協働推進員を活用し、自主防災組織の加

入・結成を呼びかけた。

・市政出前ふれあいトークにおいて、自治会の重要性を説明するととも
に、自主防災組織の必要性を説明したことで、意識啓発に一定の効果が

あった。
　今後も、自治会をベースとした自主防災組織結成の重要性について、説

明をしていく必要があると思われる。
　また、地域コミュニティ協議会において、地域を包括する自主防災組織

を結成するなどといった成果も見られた。

43 54% D

・自治会加入促進月間と併せて自主防災組織の結成促進を図る。
・市政出前ふれあいトークなどで、更なる自治会と自主防災組織の必要性

を広める。
・自治会と自主防災組織の、更なる連携強化を図る。

地域政策課

・災害時に、自力で避難することが困難な高齢者や障がい者などを登録す
る災害時要援護者台帳を作成することで、地域の防災力向上を図るととも

に、「たかまつ安心キット」の配布をあわせて行い、地域の見守り体制の
構築を推進した。

　申請書送付件数　4,174件　　新規登録者者数　732件

　新規登録率　18％

48 60% C

・災害時に、自力で避難することが困難な高齢者や障がい者などを登録す
る災害時要援護者台帳を作成することで、地域の防災力向上を図るととも

に、「たかまつ安心キット」の配布をあわせて行い、地域の見守り体制の
構築を推進する。

　また、国の災害時要援護者支援のガイドラインの見直しにあわせて、取

組の見直しを検討する。

健康福祉総務課

・自主防災力強化事業補助金制度の活用により、小学校区等を単位とした
実践的な訓練を実施した。

・地域コミュニティー協議会での訓練後、包括的自主防災組織を結成して
自主防災組織の活動カバー率向上を図った。

　訓練実施校区等　9組織　　自主防災組織活動カバー率　77.9％

67 84% B

・前年度同様、30校区等において、自主防災力強化事業補助金制度を活用
した防災訓練を実施するとともに、包括的自主防災組織の結成促進を図

り、自主防災組織の活動カバー率の向上を図る。
消防局予防課

・地域防災リーダー育成セミナー
　防災に関する基本知識・技能を有する人材の育成をするため、意欲のあ

る市民を対象に、防災に関する各専門分野の講師によるセミナーを行い、
基礎的な知識を身につけることにより、地域で様々な防災活動に取り組ん

でもらう地域防災リーダーの育成に努めた。参加者数　59人
74 93% A

・引き続き、地域防災リーダー育成セミナーを実施する。
　　6月27日～7月25日　毎木曜日：19:00～21:00　計5回

・防災士育成事業
　地域防災の担い手の育成を促進し、もって地域防災力の向上に寄与する

ことを目的に、防災士の登録を受けた者へ、防災士機構の認証登録に係る

経費の一部を補助金として交付した。
　補助金交付申請者：　44人

67 84% B

・引き続き、防災士育成事業を実施する。

・小学校区等を単位とした防災訓練を支援した。

・単一等自主防災組織の防災訓練を積極的に支援した。
　　防災訓練の協力要請に対して全て支援した。

　協力要請に対する訓練支援率　100％

76 95% A

・包括的自主防災組織の結成に伴う小学校区等を単位とした自主防災組織

の防災訓練に対して支援を行う。
・単一の自主防災組織等の防災訓練に対して支援を行う。 消防局予防課

4.2.3地域住民との連携の強化

地域と連携した防災訓練

の実施

危機管理課

自主防災組織結成の促進
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具体的取組 H24年度取組実績
評価
点数

達成率
総合
評価

今後の取組内容 担当課

雨水幹線および雨水ポン
プ場の整備と適切な運
転・維持管理

・福岡排水区において雨水渠（L＝360ｍ）の整備を行ったほか、福岡ポン
プ場土木工事などを行った。
　雨水対策整備済面積：2,833.1ha

64 80% B

・雨水管整備として、引き続き、中部バイパス第２幹線工事（２工区）と
中部バイパス第３幹線工事を行うほか、新たに、鶴尾第３雨水幹線工事な
どを行う。
・雨水ポンプ場の整備として、引き続き、福岡ポンプ場の整備を行うほ
か、新たに屋島西ポンプ場の土木工事を行う。

下水道整備課

高潮等関連整備事業の推
進

・防潮堤等整備工事
　男木漁港整備延長L＝26.4m　西浦漁港整備延長L=114.5m
　女木港整備延長L=97.4m　男木港整備延長L=292.0m
　浦生漁港整備延長L=13・0m　整備延長合計L＝543.3m
　防潮堤整備による浸水棟の解消率　44.7％

51 64% C

・限られた予算の中で、引続き浸水被害の解消を図るため、県と連携を図
りながら防潮堤等の早期整備に努める。

河港課

耕作放棄地の再生利用

・国・県の補助を活用して、約2.4haの耕作放棄地を再生利用した。
・耕作放棄地の再生利用を図るとともに、市民農園の整備や農地の貸借に
より、耕作の継続（耕作放棄地発生の未然防止）を促し、実質的には、数
字以上の放棄地増加の抑制と農地の保全を図った。
　耕作放棄地再生利用面積（21年度を基準とした延べ数）5.4ha

57 71% B

・前年度と同様に国・県の補助事業を活用して、耕作放棄地の再生利用に
努める。

農林水産課

中山間地域等直接支払制
度の活用

・中山間地域等直接支払制度の活用。
　農地が持つ水源の涵養や洪水防止などの多面的機能が確保できた。
　中山間地域等直接支払制度活用農地面積　373ｈa

54 68% C

・前年度と同様、耕作放棄の未然防止と農地の水源涵養や洪水防止などの
多面的機能の確保を行う。 農林水産課

・老朽ため池の整備を推進した。
　　整備か所数（19年を基準とした延べ数）
　　　県営　8か所　団体営　7か所

45 56% C

・ため池の統廃合を含めた再編整備を推進した。
　再編整備地区数（19年を基準とした延べ数）　3地区 51 64% C

ため池の適切な保全 土地改良課

・香川県ため池の保全に関する条例などに基づき、引き続き、適切なため
池の保全に努める。また、受益地がなく、利用されていないため池の有効
活用策について検討を進める。

4.3.1雨水対策の推進

4.3.3ため池・水田等の保全・活用

4.3.2高潮等対策の推進
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基本方針５　　持続可能な水の利用および管理のあり方の検討

具体的取組 H24年度取組実績
評価
点数

達成率
総合
評価

今後の取組内容 担当課

高松市水環境協議会での
意見交換等の実施

・水環境協議会の開催（9月3日）
　「高松市水基本計画　第１期実施計画23年度実績報告」について、意見
聴取し、実効性のある進行管理の確立について協議しほか、総合水循環シ
ステムの具体化、渇水に強いまち高松のイメージづくりについて報告し
た。

61 76% B

・水環境協議会において、水を利用する、また、保全・管理するそれぞれ
の立場から、取組や課題などの意見交換をすることで、総合水循環システ
ムの構築に向けた検討を実施する。

水環境対策室

各施策実施時における多
様な主体との連携・協
力・交流の推進

・巧水スタイル推進チームへの参加を始め、雨水ネットワーク会議全国大
会（8月3日開催）、香川中央地域地下水利用対策協議会（6月14日開
催）、節水型街づくり推進協議会（5月29日開催）等に参加し、国・県・
関係機関と情報交換することにより、連携・協力・交流を図った。
・大学との連携
　高知工科大学「気候変動と適応策」および香川大学医学部公衆衛生学
「早明浦プロジェクト」への後援・参加等

55 69% C

・引き続き、国・県・関係機関等と情報交換することで、連携・協力・交
流を行う。
・大学からの要請があれば、可能な限り協力し、連携を図る。

水環境対策室

水道事業の統合・広域化
の検討

・「香川県水道広域化協議会」幹事会と専門部会の開催
　広域化の基本方針や新たな運営母体に関する構想などの取りまとめに向
け、具体的な協議・検討を行った。2月に開催された香川県水道広域化協
議会では、広域化の基本方針や運営母体に関する構想などの中間取りまと
めが行われ、広域化の推進に向け一定の合意形成が図られた。
　協議会　　1回開催、　幹事会　　2回開催
　総務部会　5回開催、業務部会　5回開催

57 71% B

・平成25年4月に「香川県水道広域事業体検討協議会」を設置し、県と市
町が協力して、広域化に関する基本的事項について、具体的検討を行うな
ど、広域化に参画するかどうかの意思決定に向けての協議・検討を進め
る。

企業総務課

持続可能な水環境の形成
に向けた総合水循環シス
テムの在り方の検討

・持続可能な水の利用と管理のあり方について、十分な検討ができなかっ
た。

25 31% E

・水環境協議会において、水を利用する、また、保全・管理するそれぞれ
の立場から、取組や課題などの意見交換をすることで、総合水循環システ
ムの構築に向けた検討を実施する。 水環境対策室

5.2.1総合水循環システム構築に向けた検討

5.1.1水に関する関係者の連携・協力・交流の推進
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５ ２４年度評価結果のまとめ 

 （1） 施策ごとにおける取組目標の評価結果 

  

評価 S A B C D E 計
3 2 1 0 0 1 7

43% 29% 14% 0% 0% 14% 100%
4 9 1 0 0 0 14

29% 64% 7% 0% 0% 0% 100%
0 4 1 1 0 0 6

0% 66% 17% 17% 0% 0% 100%
3 5 1 0 0 0 9

33% 56% 11% 0% 0% 0% 100%

10 20 4 1 0 1 36
28% 55% 11% 3% 0% 3% 100%

基本方針１

基本方針２

基本方針３

基本方針４

基本方針５

全体

－－ － － － － －

 

 

 

    

平成 24年度の実績では、全体で「S」（96％以上）、「A」（86％以上 96％未満）評価が 80％を超え

ており、第 1 期実施計画に沿った取組が、概ね計画どおり実施されていると考えられます。 

基本方針ごとでは、「基本方針 1 身近な水環境の意識の強化」の評価結果は、「S」、「A」が 70％

を超えており、重点取組方針として、実践活動に結びついていると考えられます。 

「基本方針 2 水環境の健全化」の評価は、「S」、「A」が 93％、また、「基本方針 4 安全で安

心なまちづくりの推進」の評価でも、「S」、「A」が 89％と、ともに高い評価となっています。 

「基本方針 3 良好な水辺環境の創出」は、上位評価「A」が 66％、「B」（71％以上 86％未満）、

「C」（56％以上 70％未満）を合わせて 34％となっており、環境保全や親しみやすい憩いの場と

しての水辺空間の創造の面からは、評価が高い施策がある一方、今後、指標設定の見直し等を検

討すべき施策もあります。 

   なお、「基本方針 5 持続可能な水の利用および管理のあり方の検討」については、指標がないた

め、評価していません。 
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（2） 具体的取組事業における評価結果 

   

評価 S A B C D E 計
1 2 15 4 1 1 24

4% 8% 63% 17% 4% 4% 100%
0 3 16 3 0 0 22

0% 14% 73% 14% 0% 0% 100%
0 1 15 1 1 2 20

0% 5% 75% 5% 5% 10% 100%
1 4 8 7 1 0 21

5% 19% 38% 33% 5% 0% 100%
0 0 2 1 0 1 4

0% 0% 50% 25% 0% 25% 100%
2 10 56 16 3 4 91

2% 11% 62% 18% 3% 4% 100%

基本方針１

基本方針２

基本方針３

基本方針４

基本方針５

全体
 

 

   
0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

基本方針５

基 本 方 針 ４

基 本 方 針 ３

基本方針２

基本方針１

S

A

B

C

D

E

 

 

  具体的取組事業における評価では、全体としては、「B」（71％以上 86％未満）が最も多く、62％

を占めていますが、施策評価と比較すると「S」、「A」の評価は 13％と、上位評価が占める割合は

低くなっています。これは、施策評価と違い、指標の達成度である「有効性」のみの評価ではな

く、事業全般を「妥当性」・「有効性」・「効率性」により総合的に評価したことによるもので、「妥

当性」・「有効性」を優先した事業が多いことによるものと考えられます。 

  基本方針ごとでは、「基本方針 1 身近な水環境の意識の強化」の評価は、「B」が最も多く、「S」、

「A」の上位評価の 12％と合わせると約 75％を占めており、市民一人一人の水環境意識の強化と

実践活動の促進に繋がる様々な取組事業が、ある程度成果を挙げていると考えられます。 

  「基本方針 2 水環境の健全化」においても、「基本方針 1」と同様に「B」が最も多く、上位評

価と合わせると 87％を占めており、水循環に配慮した取組が着実に実践されていると考えられま

す。 

  「基本方針 3 良好な水辺環境の創出」では、「B」が多いものの、「E」（41％未満）評価も 10％

あり、施策評価と同様、水とふれあい、水辺で憩い、水からの恵みを受け続けるために、豊かで

良好な水辺と水域の環境の保全・創出に向けた、具体的な取組内容を総合的に検討する必要があ
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ります。 

  「基本方針 4 安全で安心なまちづくりの推進」では、渇水時や災害時などの非常時において、

安定して水を確保できる取組が実施されていますが、評価としては、上位の「S」から「B」が約

60％、「C」以下が約 40％をとなっています。これは、「妥当性」・「有効性」を優先する事業が多い

ことによるものと考えられます。 

  「基本方針 5 持続可能な水の利用および管理のあり方の検討」では、全ての取組事業が「B」以

下の評価となっており、水の持つ多面的な価値（生活用水、農業用水、工業用水、景観としての水、

親水空間としての水など）を最大限に発揮できる取組に至っていない現状を浮き彫りにしています。 

  今後、これら各施策・具体的取組事業の進捗状況等を把握し、必要に応じた事業等の見直しを行

うとともに、水の利用と管理の現状を踏まえ、各用水を分野横断的・総合的に捉えた、総合水循環

システムの構築に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


